
 
川崎市ねたきり高齢者等紙おむつ及び日常生活用具給付事業事務取扱要領 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、川崎市ねたきり高齢者等紙おむつ及び日常生活用具給付事業実施要綱（以下「要

綱」という。）に基づくねたきり高齢者等紙おむつ及び日常生活用具給付事業運用に関する事務処

理手続等の取扱いを定めることを目的とする。 

（事務処理方法） 

第２条 この事業における事務処理は、次によるものとする。 

（１）取扱事業者名簿の作成 

高齢者在宅サービス課は、毎年度、川崎市ねたきり高齢者等紙おむつ及び日常生活用具取扱事

業者名簿（以下「取扱事業者名簿」という。）を作成し、速やかに福祉事務所長、地域包括支援

センター宛て送付するものとする。 

（２）申出書の交付 

福祉事務所長は、ねたきり高齢者等又はこれを現に介護する者（以下「介護者等」という。）

から申請があった場合、高齢者在宅サービス利用申出書及び取扱事業者名簿を交付する。 

（３）申出書の受理及び調査 

福祉事務所長は、前号の申出書を受理したときは、必要に応じて高齢者台帳及び調査票を活用

し、ねたきり高齢者等についての調査を行う。 

（４）決定 

ア 福祉事務所長は、前号の調査終了後、利用の可否を決定するものとする。 

イ 福祉事務所長は、決定後、速やかに、ねたきり高齢者等紙おむつ及び日常生活用具給付決定

通知書（紙おむつ等介護用品給付・第１－１号様式。日常生活用具給付・第１－２号様式。以

下「通知書」という。）により介護者等に通知し、併せて日常生活用具の申請に関しては、ね

たきり高齢者等紙おむつ及び日常生活用具給付券（第２号様式）を送付するものとする。 

ウ 福祉事務所長は、給付の申請を却下したときは、通知書により介護者等に通知するものとす

る。 

（５）給付依頼 

福祉事務所長は、介護者等が指定した、取扱事業者名簿登載事業者（以下「事業者」という。）

宛て、通知書を送付することにより、速やかに給付の依頼をするものとする。ただし、当該月配

送分で２０日までに事業者へ通知書が到着しない場合は、送付時に電話等で連絡するものとする。 

（６）配送 

ア 通知書の決定効力発生日が毎月１日から１５日までの場合は当該月分から給付を受けられ

るものとし、通知書の決定効力発生日が毎月１６日より月末日までの場合は当該月の翌月分よ

り給付を受けられるものとする。 

   イ 紙おむつ等介護用品の配送は、原則として毎月１回行うものとする。ただし、毎月１日から

１５日までに決定した新規利用分の当該月分は、翌月に配送できるものとする。 

（７）紙おむつ等介護用品給付の変更、停止及び廃止 

ア 紙おむつ等介護用品の給付を受けている者は、要綱第７条第１項各号又は第８条第１項各号

のいずれかに該当した場合、高齢者在宅サ－ビス変更・廃止等申出書により、速やかに福祉事

務所長に届け出なければならない。 

イ 福祉事務所長は、アの申出内容を調査確認のうえ、変更、停止又は廃止するものとする。 

ウ 福祉事務所長は、イの変更、停止及び廃止後、速やかに、通知書により介護者等宛て通知す



 
るものとする。 

エ 福祉事務所長は、ウの事務処理をしたときは、事業者宛て、通知書を送付することにより、

速やかに、変更、停止又は廃止の連絡をするものとする。 

オ 変更については、要綱第７条第１項第３号の場合にあっては、翌月１日より変更するものと

し、第５号の場合にあっては、事業者変更日が毎月１日から２０日までの場合は通知書の決定

効力発生日を翌月１日とし、事業者変更日が毎月２１日から月末日までの場合は翌々月１日の

決定効力発生日とし変更するものとする。その他の場合にあっては、該当する日から変更する

ものとする。 

カ 停止及び廃止については、要綱第８条第１項に定める事由が生じた日の翌日付けで停止又は

廃止するものとする。 

（８）更新 

   福祉事務所長は、紙おむつ等介護用品給付については、対象者の世帯状況等を確認し、毎年度

８月１日付けで、費用負担再認定事務を行い、その結果を通知書等により介護者等、事業者宛て

通知する。  

（特別事項） 

第３条 紙おむつ等介護用品及び日常生活用具給付については、特に次の各号に留意するものとする。 

（１）紙おむつ等介護用品の給付 

要綱第３条別表１に基づき給付する。 

（２）自動消火器の給付申請 

介護者等が、自動消火器の給付申請をするときに、居住する家屋を所有していない場合は、必

ず、家屋所有者の承諾書（第３号様式）を添付しなければならない。 

（３）費用負担額の決定 

費用負担額は、要綱第９条第１項に基づき決定する。 

（給付管理） 

第４条 高齢者在宅サービス課及び事業者は、日常生活用具給付台帳（第４号様式）、紙おむつ給付

台帳（第５号様式）を備え、給付の管理を行うものとする。 

（申請書等の様式） 

第５条 この要領に定める申請書等の様式は、別に定める。 

 

附  則 

この要領は、平成４年４月１日から施行する。 

１ 川崎市ねたきり老人等日常生活用具給付及び貸与事業事務取扱要領は、廃止する。 

２ この要領実施の際、改正前の要領に基づき行った決定、その他の行為は、改正後の要領に基づい

て行った決定、その他の行為とみなす。 

附  則 

この要領は、平成５年１０月１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成８年９月１日から施行し、平成８年７月１日から適用する。 

附  則 

この要領は、平成９年４月１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、改正後の要領第３条第１号及び第３号中

紙おむつに関する部分は平成１２年６月１日から施行する。 



 
附 則 

この要領は、平成１３年１０月 1 日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１５年４月 1日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１５年１０月 1 日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１８年４月 1日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１９年１月 1日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２２年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年１月５日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 


